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すべての人が輝き、互いに支え合い 

喜びあふれるまちへ向かって 

～さらなる女性の活躍から豊かな未来を築く～ 

 

 京丹後は、歴史的に古くから女性の活躍が傑出している、女性的な豊かさ

にあふれた誇らしい地です。例えば、古事記、日本書紀によると、古代天皇

家には、第９代開化天皇、第 11 代垂仁天皇に京丹後地域から御后・御妃が

お入りになられる、また、珍しい女王の古墳といわれる大谷古墳がある、更

には丹後を代表する象徴的なキャラクターとして丹後七姫が打ち出される、そして、名誉市民・野

村克也さんも野球界で日本一の女房役の活躍をされるなど、京丹後・丹後では、男性とともに女性

の活躍が歴史的に注目されています。今後とも、豊かな未来づくりに向けて、男性とともに、女性

の活躍がますます応援される環境づくりを全力で整えていきたい。 

このため、京丹後市では、男女共同参画社会の実現に向け、平成 18 年に第１次計画となる「京

丹後市男女共同参画計画デュエットプラン 21」を策定し、平成 23 年に「京丹後市男女共同参画条

例」を施行するとともに、平成 28 年には「第２次男女共同参画計画デュエットプランⅡ」を策定

し、取組を進めてきました。 

 このたび策定しました「第３次男女共同参画計画デュエットプランⅢ」では、この間の取組を通

じた課題を抽出しながら、引き続き、性別や年齢、国籍、障害の有無にかかわらず、一人ひとりが

自分らしく輝き、互いに支え合いながら、誰もが幸福を一層実感できるまちづくりに向け、その土

台となる誰もが安心して暮らせる地域社会づくりを進めるとともに、４つの基本方針に基づいて

様々な施策を展開することとしています。さらに本計画は「女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律」に基づく「京丹後市女性活躍推進計画」としても位置づけ、女性の能力開発やリーダ

ー育成をはじめ長時間労働の見直しやハラスメントの根絶など、誰もが働きやすい環境を整え、女

性の活躍をさらに進めるための施策を盛り込んでいます。 

男女共同参画社会実現に向け、引き続き皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 最後になりましたが、本計画策定にあたりご尽力を賜りました京丹後市男女共同参画審議会委員

の皆さまをはじめ、意識調査などで貴重なご意見をいただきました市民の皆さまに心からお礼申し

上げます。 

 

 

令和８年３月 

 

京丹後市長 中山  泰  
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